
平成３０年東松島市教育委員会第３回定例会議事日程 
 

日 時  平成３０年３月２３日（金） 
                       午後１時３０分 

場 所  東松島市役所 ３階 第３委員会室 
１ 出席確認 
 
２ 開会宣言 
 
３ 前回会議録の承認 
 
４ 会議録署名委員の指名 
 
５ 教育行政報告 
 
６ 議事 
（１）承認第 ３号 専決処分した事件（平成２９年度一般会計補正予算（第９号）（教

育委員会事務に係る部分））の承認について 
（２）議案第１０号 東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正す

る規則について 
（３）議案第１１号 東松島市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則につい

て 
（４）議案第１２号 東松島市児童生徒就学援助費支給要綱の制定について 
（５）議案第１３号 東松島市教科等研究員設置規程の制定について 
（６）議案第１４号 職員の人事について 
（７）その他 
 
７ 閉会宣言 
  
８ その他報告事項 
①小・中学校児童生徒状況について（平成３０年２月分） 
②教育委員会行事予定表（平成３０年４月分）について 

   
９ 散 会 

 
 
 
 
 
 



平成３０年３月２３日 
 

平成３０年 第３回 
東松島市教育委員会定例会議案 

 
承認第 ３号 専決処分した事件（平成２９年度一般会計補正予算（第９号）（教育委員

会事務に係る部分））の承認について               P1 
 
議案第１０号 東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

について                            P2 
 
議案第１１号 東松島市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則について P3 
 
議案第１２号 東松島市児童生徒就学援助費支給要綱の制定について       P4 
 
議案第１３号 東松島市教科等研究員設置規程の制定について                P9 
 
議案第１４号 職員の人事について                           P11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東松島市教育委員会 
 



  
 

承認第３号 
 
 

専決処分した事件（平成２９年度一般会計補正予算(第９号) 
（教育委員会事務に係る部分））の承認について                

 
 
このことについて、東松島市長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく意見を求められたが、教育
長に対する事務委任規則第４条第１項の規定により、異議のない旨専決処分したの
で報告し承認を求める。 
 
 
 
 
 

平成３０年３月２３日 報告 
 

東松島市教育委員会 教育長 工 藤 昌 明 
 
 
 
 
 
 
 
 



議案第１０号 
 

東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する 
規則について 

 
東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第２項
の規定により、教育委員会の議決を求める。 
 
 

平成３０年３月２３日 提出 
 

 
東松島市教育委員会 教育長 工藤 昌明 
 

 
東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 
 

東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成１９年東松島市教育委員会規
則第１号）の一部を次のように改正する。 
 
第２条の表中「学校教育班」の次に「、コミュニティ・スクール推進班」を加える。 
別表教育総務課の部教育総務班の項中第２４号を第２７号とし、第２３号の次に次の

３号を加える。 
(24) 学校及び幼稚園の備品整備並びに購入に関すること。 
(25) 通学路の安全対策に関すること。 
(26) 学校情報化の整備に関すること。 
別表学校教育課の部学校教育班の項第１１号中「学齢簿の編成及び保管に関するこ
と。」を「学齢簿の編成に関すること。」に改め、同項第１２号中「学区及び通学区域の
指定に関すること。」を「就学校の指定に関すること。」に改め、同項中第２０号を削り、
第２１号を第２０号とし、第２０号の次に次の１号を加える。 
（21） こどもの心のケアハウスに関すること。 
別表学校教育課の部学校教育班の項中第２２号を次のとおり改める。 
（22） 情報教育の推進に関すること。 
別表学校教育課の部学校教育班の項中第２３号を削り、第２４号を第２３号とする。 
別表学校教育課の部学校教育班の項の次に次のように加える。 
コミュニティ・スクール推進班 
 
 

(1) コミュニティ・スクールの推進に関すること。 
(2) 放課後子ども総合プランの推進に関すること。 
(3) その他上記に関連する学校及び関係機関との
調整に関すること。 

  附 則 
この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

議案第１１号 

 

東松島市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則について 

 

東松島市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第２項の規定により、教

育委員会の議決を求める。 

 

平成３０年３月２３日 提出 

 

東松島市教育委員会 教育長 工藤 昌明 

 

東松島市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 東松島市立学校の管理に関する規則（平成１７年東松島市教育委員会規則第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第２０条の２を次のように改める。 

（事務主任） 

第２０条の２ 学校に事務主任を置くものとする。 

２ 事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。 

３ 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 



 

議案第１２号 

 

東松島市児童生徒就学援助費支給要綱の制定について 

 

東松島市児童生徒就学援助費支給要綱の制定について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第２項の規定により、教育委員会の議

決を求める。 
 
平成３０年３月２３日 提出 

 
東松島市教育委員会 教育長 工藤 昌明 

 

東松島市児童生徒就学援助費支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第４条に規定する教育の

機会均等の趣旨及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条に基づき、経済的

な理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し東松島市（以下「市」

という。）が行う援助（以下「就学援助」という。）について必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この訓令において「児童生徒」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

（１） 市内に住所を有し、かつ、市の設置する小学校又は中学校に在学する者 

（２）市内に住所を有し、かつ、他市町村が設置する小学校又は中学校に在学する者 

（３） 市外に住所を有し、かつ、市の設置する小学校又は中学校に在学する者 

２ この訓令において「就学予定者」とは、市内に住所を有し、翌年度に市の設置する小

学校に就学予定の者をいう。 

３ この訓令において「保護者」とは、児童生徒又は就学予定者に対して親権を行う者（親

権を行う者のないときは、未成年後見人、未成年後見人もないときは、現に児童生徒又

は就学予定者の監護及び養育をしていると認められる者）をいう。 

（受給の資格） 

第３条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とす

る。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（以

下「要保護者」という。） 

（２） 就学援助を受けようとする年度（以下「受給年度」という。）又は受給年度の前



 

年度において、生活保護法に基づく保護が停止又は廃止になったもの 

（３） 次のいずれかに該当し、生計を一にする世帯全員（同住所地で世帯分離している

場合を含む。）の受給年度の前年における所得の合計が、教育委員会が別に定める所得

以下であり、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者（以

下「準要保護者」という。） 

ア 受給年度において次のいずれかに該当するもの。ただし、申請時において（ア）から

（オ）までの規定に該当することが確定していない場合は前年度のもので判定する。 

（ア） 市町村民税非課税世帯である者 

（イ） 市民税を減免されている者 

（ウ） 個人事業税を減免されている者 

（エ） 固定資産税を減免されている者 

（オ） 国民健康保険税を減免されている者 

（カ） 国民年金保険料を減免されている者 

（キ） 児童扶養手当を支給されている者 

（ク） 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付けを受けている者 

イ ア以外の者で、次のいずれかに該当するもの 

（ア） 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者 

（イ） 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自

由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者 

（ウ） 経済的な理由により欠席日数が多い者 

（エ） その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者 

（４） 東日本大震災により被災した者で、かつ、次のいずれかに該当し、生計を一にす

る世帯全員（同住所地で世帯分離している場合を含む。）の受給年度の前年における

所得の合計が、教育委員会が別に定める所得以下であり、かつ、要保護者に準ずる程

度に困窮していると教育委員会が認めた者（以下「被災準要保護者」という。） 

（ア） 主たる生計維持者が次のいずれかに該当するもの 

ａ 事業主の場合 事業の本拠となる事務所、事業所等が東日本大震災（以下「震災」

という。）により全壊（全焼・流出）、大規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受

け、事業の継続が困難となった者 

ｂ 給与所得者の場合 勤務先が震災で被害を受けたことにより、解雇や給与の削減

等の取扱いを受けた者 

ｃ 主たる生計維持者の死亡、行方不明の場合 

（イ） 震災により、居住する住宅がり災証明書により次のいずれかの認定を受け、その

被害が原因で対象児童生徒又は就学予定者を就学させることが困難な者 

ａ 全壊（全焼・流失） 

ｂ 大規模半壊 



 

ｃ 半壊 

（ウ） 本人又は同居の親族が所有する住宅に居住していたが、原子力発電所の事故によ

り市内に避難してきた者で、次のいずれかに該当する者 

ａ 警戒区域又は計画的避難区域内に居住していた者 

ｂ 緊急時避難準備区域又は屋内退避指示が出ていた区域に居住しており、市町村の

判断により避難した者 

２ 次条第１項第７号の新入学準備費を受給することができる者は、前条の規定を満たし、

かつ、市内に住所を有し、翌年度に市の設置する小学校又は中学校に就学を予定する児

童生徒又は就学予定者の保護者とする。 

（援助の種類、支給の額） 

第４条 援助の種類は、要保護者又は準要保護者若しくは被災準要保護者（以下「要保護

者等」という。）として認定された者に対し、次に掲げる事項の範囲内で行うものとし、

この区分ごとの支給額は、国が毎年度予算化する要保護児童生徒援助費補助金予算単価

及び国庫補助限度単価に準じて、毎年度教育委員会が定める。 

（１） 学用品費 

（２） 通学用品費 

（３） 校外活動費（宿泊を伴わないもの） 

（４） 校外活動費（宿泊を伴うもの） 

（５） 修学旅行費 

（６） 新入学用品費 

（７） 新入学準備費 

（８） 学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第１７４号）第８条に定める疾病にかか

る医療費 

（９） 学校給食費 

（10） 通学費（ただし、前条第１項第４号の規定により就学援助の支給対象となってい

る児童生徒のうち、市が指定するスクールバス利用者が乗車するスクールバスの運行

経費に限る。） 

２ 前項に規定する就学援助に係る費用（以下「就学援助費」という。）の適用は、教育

委員会が別に定める。 

３ 前条第１号に規定する要保護者であって、生活保護法第１３条の規定による教育扶助

を受けている者にあっては、第１項第５号に規定する就学援助費のみ支給を受けること

ができるものとする。 

４ 第１項第７号に規定する就学援助費の支給を受けた者は、当該準備費の支給を受けた

年度の次の年度において、同項第６号に規定する就学援助費の支給を受けることができ

ない。 

（受給の申請） 



 

第５条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、教育委員会が定める日までに、就

学援助受給申請書兼世帯票（様式第１号。以下「申請書兼世帯票」という。）に、証明

書類等を添付し、児童生徒の在学する学校の校長（以下「学校長」という。）を経由し

て、教育委員会へ申請しなければならない。ただし、前条第１項第７号に規定する就学

援助費を受給する就学予定者の保護者については、教育委員会が指定する日までに直接

教育委員会へ提出するものとし、当該就学援助費の受給年度及び受給年度の翌年度分の

申請があったものとみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第１号に規定する要保護者については、東松島市社

会福祉事務所長からの連絡票の到達により、前項の申請があったものとみなす。 

３ 学校長は、第１項による申請を受理した場合は、速やかに申請書兼世帯票に、認否に

かかる所見等を記入し、教育委員会に提出しなければならない。 

４ 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長若しくは民生委員又は児童

委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。 

（受給者の認定） 

第６条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、第３条に規定する資

格の有無を審査して受給の認定を行い、その結果を学校長及び学校長を通じて申請を行

った保護者に通知するものとする。 

（援助の期間） 

第７条 就学援助費の支給を受ける期間は、教育委員会が別に定める。 

 （辞退の届出） 

第８条 就学援助を受けている者が、就学援助を必要としなくなったときは、速やかに教

育委員会に辞退の届け出を提出しなければならない。 

（支給の方法） 

第９条 第４条第１項第１号から第７号までに規定する事項の支給は、学校長を通じ、第

６条の規定により認定された保護者（以下「認定保護者」という。）に対し、口座振込

の方法により支給するものとする。ただし、認定保護者が学校に支払うべき費用につい

て未納額があり、就学援助費を未納額に充当することについて認定保護者に同意を得て

いる場合は、就学援助費を学校長に現金で支給し、当該未納額に充当することができる

ものとする。 

２ 第４条第１項第８号に規定する医療費の支給は、認定保護者に医療券を交付し、当該

医療券の提示を受けて児童生徒の診療をした医療機関からの請求に基づき、市が当該医

療機関に支払うものとする。 

３ 第４条第１項第９号に規定する学校給食費の支給は、学校長を通じ、市が認定保護者

に代わって学校給食センターに支払うことにより、認定保護者に支給したものとみなす。 

４ 第４条第１項第１０号に規定する通学費の支給は、市が対象となる児童生徒分の支給

額をスクールバスの委託事業者に運行経費として支払うことで、認定保護者に支給した



 

ものとみなす。 

（世帯状況の変更等） 

第１０条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に

届け出なければならない。 

（１） 住所又は氏名に変更があったとき 

（２） 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき 

（３） その他申請書の記載内容に変更があったとき 

（就学援助の停止及び認定の取消し） 

第１１条 教育委員会は、認定保護者が次のいずれかに該当するときは、就学援助の支給

を停止し、又はその認定を取り消すことができる。 

（１） 就学援助を必要としなくなったとき 

（２） 受給年度中に、第３条の要件に該当しなくなったとき 

（３） 児童生徒が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４１条に規定する児童養

護施設又は同法４４条に規定する児童自立支援施設に入所したとき 

（４） 偽りその他不正な手段により就学援助を受けたことが判明したとき 

（就学援助費の返還） 

第１２条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の支給の停止又は認定の取消しを受

けた者に対して既に支給した就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。 

（その他） 

第１３条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （東松島市児童生徒就学援助要綱の廃止） 

２ 東松島市児童生徒就学援助要綱（平成１７年教育委員会訓令甲第４２号）は、廃止す

る。 

（平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市被災児童生徒就学援助事

業実施要綱の廃止） 

３ 平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市被災児童生徒就学援助

事業実施要綱（平成２３年教育委員会訓令甲第８号）は、廃止する。 

 



議案第１３号  
 

東松島市教科等研究員設置規程の制定について  
 
東松島市教科等研究員設置規程について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第２項の規定により、教
育委員会の議決を求める。  
 

平成３０年 ３月２３日 提出  
 

東松島市教育委員会 教育長 工藤 昌明  
 

東松島市教科等研究員設置規程 
 
（設置） 
第１条 東松島市教育委員会は、東松島市立小中学校（以下「学校」という。）
に勤務する教員の研究活動を推進し、指導力向上による教育振興を図るた
め東松島市教科等研究員（以下「教科等研究員」という。）を設置する。  
（任命等）  
第２条 教科等研究員は、教科及びその他教育に関する分野において研究意
欲が旺盛で、適任と認められる学校教員の中から教育委員会が任命する。  
２ 教科等研究員は１２名以内とする。  
３ 教科等研究員は、学校の各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時
間、特別活動を担当する教員の中から必要に応じて任命する。ただし、国
語科、算数・数学科、外国語活動・英語科及び情報化教育を担当する教員
から重点的に任命を行うものとする。  
（任期）  
第３条 教科等研究員の任期は１年とし、再任を妨げない。  
（業務）  
第４条 教科等研究員の主な業務は、次のとおりとする。 
（１）教育課題に関する課題研究を行い、学校及び東松島市立幼稚園（以

下「幼稚園」という。）の教育研究の推進に取り組む。 
（２）教育委員会の計画に基づき、指導主事と同行し、学校及び幼稚園を

訪問して教育課題を解決するための研究及び指導助言にあたる。 
（３）学校及び幼稚園からの派遣依頼に応じて校内研修等に参加する。 

 （４）前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた業務 
（派遣依頼及び服務の取扱い） 
第５条 教科等研究員の校内研修等への派遣を要望する学校及び幼稚園は、
その旨を教科等研究員の所属する学校の校長及び教育委員会に対し、文書
で申し出ることとする。 



２ 派遣依頼の申出を受けた校長は、教科等研究員の所属校における本務に
支障がないか判断の上、教科等研究員の出張を命ずることとする。 

（その他） 
第６条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 
 

附 則 
この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 



議案第１４号 
 
 
    職員の人事について 
 
 職員の人事について、別紙のとおり発令する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            平成３０年３月２３日 提出 
 
             東松島市教育委員会 教育長 工 藤 昌 明 


